
軽費老人ホーム ケアハウス平成 月額利用料金表 

（更新日：令和 8年 3月） 

 

対象収入による区分 
事務費 

（A） 

生活費 

（B） 

管理費 

（C） 

合計利用金額 

（A+B+C） 

1,500,000 円以下 10,000円 

46,324円 22,500 円 

78,824円 

1,500,001円～1,500,000 円 13,000円 81,824円 

1,600,001円～1,500,000 円 16,000円 84,824円 

1,700,001円～1,500,000 円 19,000円 87,824円 

1,800,001円～1,500,000 円 22,000円 90,824円 

1,900,001円～1,500,000 円 25,000円 93,824円 

2,000,001円～1,500,000 円 30,000円 98,824円 

2,100,001円～1,500,000 円 35,000円 103,824円 

2,200,001円～1,500,000 円 40,000円 108,824円 

2,300,001円～1,500,000 円 45,000円 113,824円 

2,400,001円～1,500,000 円 50,000円 118,824円 

2,500,001円～1,500,000 円 57,000円 125,824円 

2,600,001円～1,500,000 円 64,000円 132,824円 

2,700,001円～1,500,000 円 71,000円 139,824円 

2,800,001円～1,500,000 円 78,000円 146,824円 

2,900,001円～1,500,000 円 85,000円 153,824円 

3,000,001円～1,500,000 円 87,400円 156,824円 

3,000,001円以上 87,400円 156,224円 

 

①．11月から 3月迄は暖房費として「生活費（B）」に 1,960円が加算されます 

②．「事務費（A）」は、入居者の前年収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除し

た後の収入区分によって決定されます。 

③．「事務費（A）」、「生活費（B）」の金額は国と県が定めており、改定があった場合は変更いたし

ます。 

④．上記の費用の他に、お部屋（居室）で使用する電気代、水道代は個人で負担していただきます。 

⑤．入居時に保証金として、「合計利用金額（A+B+C）」の 3ヵ月分相当額をお預かりいたします。

お預かりした保証金は、利用料滞納の場合や退去時の居室修繕費等にかかる経費に充当し、残

余金は返還します。 

※保証金は 30万円を上限として 1,000円未満の端数は切り上げます。 

⑥．夫婦（事実婚を含む）で 2 人部屋に入居する場合については、それぞれの対象収入（上記②）

を合算し、その合計額の 2 分の 1 をそれぞれの「対象収入よる区分」とします。その額が

1,500,000 円以下に該当する場合の夫婦のそれぞれの費用徴収額については上記表の該当額

（事務費（A））から 30％減額した額を本人からの費用徴収額とします。 

※100円未満の端数は切り捨てとします。 


